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福島県農林地等除染基本方針（森林編）

平成25年3月27日

福島県農林水産部

１ 目的

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本県の森林、林産物等は放射性物質で

汚染され、県民の日常生活に多大なる影響を与えるとともに、林業等の生産活動、森林での

野外活動の制限や風評などにより甚大な被害を受けていることから、森林の除染を計画的に

進める必要があります。

このため、今後、本県における森林等の除染措置を効果的に進めるため、本方針を定め

ます。

２ 基本方針の位置付け

この基本方針は、「放射性物質汚染対処特措法」（以下、「特措法」という。）及び「除染に関

する緊急実施基本方針（原子力災害対策本部）」に基づき、県内において実施される森林等

の除染に関して、県の基本的な考え方をまとめたものであり、市町村の除染実施計画策定と

除染の実施にあたっての目安として位置づけています。

また、市町村が除染実施計画に基づき国有林の除染を求めるにあたっての目安になるもの

です。

３ 除染目標

(１) 森林

森林については、森林の近隣住民、林業・木材産業従事者、さらには森林を訪れる多くの

県民等の被ばく線量の軽減を図るため、放射性物質の移行による空間線量率の変化に留

意して、計画的に森林等の除染を進めることにより、追加被ばく線量が年間１mSv（空間線量

率０．２３μSv／ｈ）以下となることを目指します。

このうち、住居等近隣の森林については、当面の緊急的な対応として、平成２５年８月末ま

でに、一般公衆の推定年間被ばく線量を平成２３年８月末と比べて約５０％（子どもについて

は６０％）減少した状態を目指します。

(２) 森林土壌等

森林における土壌等の放射性物質濃度の目標値については、試験研究等の知見を得な

がら、今後の追加を検討します。

(３) 林産物

県内で生産される木材、きのこ、山菜等のすべての林産物のモニタリング等において、放
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射性セシウムが検出されないことを目指します。

４ 市町村除染実施計画策定等への支援

県は、基本方針に基づき市町村が策定する除染実施計画の円滑な策定に向けた支援を

行います。

５ 森林等の汚染実態の把握と除染技術の確立

県は、森林内の空間線量率の調査を皮切りとして、森林内の放射性物質の動態調査など

各種調査・試験研究を行ってきました。

森林等の除染を効果的・効率的に実施するため、引き続き汚染実態の把握に努めるととも

に、除染技術の確立に向けて試験研究や実証試験に取り組み先導的役割を果たします。

６ 森林の除染等を実施するための財源措置等

(１) 財源措置

森林面積は広大であるとともに環境、財物、生産活動の場など多様な側面を持つ森林の除

染は重要であり、生活圏の除染のみでは不十分であることから、除染の財源の追加配分を国

に求め森林の除染等を推進します。

(２) 新たな施策の構築

伐採、造林、下刈り等の林業生産活動については通常林内に残される枝葉等を林外へ搬

出することにより除染効果が大いに期待できることから、このような新たな森林施業を促進する

施策を検討します。

７ 森林等の除染の実施

森林等の除染については、住居等近隣の森林を最優先に行うこととし、さらには地域の意

向や森林の機能を考慮し、重要性・緊急性に応じた優先順位により計画的に実施するものと

します。

(１) 生活圏の除染に寄与するための森林等の除染（森林公園を含む）

除染方法については、農林水産省が９月３０日に公表した「住居等近隣の森林における除

染のポイント」に基づくこととし、生活圏の空間線量率を０．２３μSv／ｈ以下にするため、生活

圏と接する森林について林縁部における被ばく線量を低減することを目指して実施します。

ア 落葉等堆積有機物の除去

スギなど常緑樹については、３～４年程度にわたり継続的な落葉等の除去による除染を

実施します。落葉樹については、１回の除去作業による除染効果が高いと見込まれます。
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また、落葉等の除去は、林縁から２０ｍ程度の範囲を目安に行うものとしますが、作業実

施後の空間線量率の低減状況を確認しつつ、その範囲を決定し行うものとします。

イ 枝葉等の除去

スギなど常緑樹については、落葉等の除去で十分な除染効果が得られない場合は、立

木の生長を著しく損なわない範囲で枝葉等の除去による除染を併せて行うものとします。

ウ 留意事項

落葉等の除去に当たっては、降雨により、露出した表土を流亡させないよう、一度に広

範囲で実施するのではなく、状況を観測しながら徐々に面積を広げていくものとします。

除去した落葉や枝葉等について、仮置き場が設置されるまでの間、住居から離れた森

林内などに一時的に仮置く場合は、土嚢袋等に詰めてビニールシートで覆うなど除去物

質が拡散しないよう対策を講じるものとします。

落葉等の除去後に降雨による土砂流亡の恐れがある場合には、林縁部に土嚢を並べ

るなどして、土壌の移動や流亡を防ぐものとします。

なお、落葉、枝葉等の除去により十分な効果が得られない場合は、除染技術の開発状

況を踏まえて、他の方法を併せて実施することを検討することとします。

(２) 生活圏以外の森林の除染

生活圏以外の森林の除染については、０．２３μSv／ｈ以下となることを目指して、優先順

位を設けるとともに除染技術の開発状況を踏まえて長期的・計画的に実施することとします。

ア 除染の優先順位

除染の優先順位は、次のような森林について空間線量率を勘案し地域の意向を尊重して

決定することとします。

・ 生活環境保全林、森林レクリエーション施設など保健休養のための森林

・ 人工林、有用広葉樹林など林業生産のための森林

・ 水源となる森林

・ 局所的に線量率の高い森林

イ 除染の方法

除染方法については、土砂流出防止などの森林の持つ多面的機能に及ぼす影響を十分

に考慮する必要があることから、落葉等の堆積有機物の除去及び枝葉の除去のほか、林外

搬出を前提とした下刈り、除伐、間伐等による効果的・効率的な方法について、試験研究や

実証試験を実施しているところであり、これらの状況を踏まえつつ、利用目的及び樹種を勘
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案して総合的に検討することとします。

(ｱ) 利用目的に対応した除染方法

保健休養の場については、樹木の保存を重視する必要があることから落葉等の除去に

最優先で取り組み、それだけで十分な効果が得られない場合は必要に応じて下刈り、枝

払い、除伐、間伐等による除去を組み合わせて実施します。

その他の森林については、除伐、間伐等を繰り返し行うこととし、必要に応じて枝葉、落

葉等の除去や下刈り等による除去を効果的に組み合わせて実施します。

(ｲ) 樹種に対応した除染方法

スギなど常緑樹については、除伐、間伐等により放射性セシウム濃度が高い枝葉の除

去に重点的に取り組み、必要に応じて落葉の除去、下刈り等による除去を組み合わせて

実施します。

コナラなど落葉樹については、放射性セシウム濃度が高い落葉の除去に重点的に取り

組み、それだけで十分な効果が得られない場合は下刈り、枝払い、除伐、間伐等による除

去を組み合わせて実施します。

(３) 林産物への放射性セシウムによる影響の低減

木材やきのこ、薪、木炭、漆、タケノコ等への影響低減については、現在、国や研究機

関等とともに、実態の把握と低減技術の開発に取り組んでおり、効果が確認された技術に

ついては、市町村や関係団体とも連携し、林業者等に対して速やかな普及を図ります。

なお、きのこ栽培を行うほだ場においては、きのこへの放射性セシウムの付着を防止す

るため、必要に応じて落葉及び枝葉さらには表土の除去等の方法により影響の低減を図

ります。

８ 除染等効果の確認

除染計画に基づく除染作業の実施にあたっては、作業開始前及び作業終了時に除

染の効果を確認するために、市町村が定めた地点(作業開始前と作業終了時で同一地

点とする)等において、空間線量率の計測等により効果の確認が必要です。

９ 除染に伴い発生する除去土壌等の処理

(1) 除去土壌等の取り扱い

除染に伴い発生する除去土壌及び除染廃棄物は、市町村が指定する仮置場に保管し

ます。なお、除染廃棄物については、焼却が可能な場合は、廃棄物処理施設において焼

却します。
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また、仮置場が確保されるまでの期間は、現場等で保管します。

現場保管を行う場合は、保管するものの種類に応じて、適切な遮へいや継続的なモニ

タリングを実施するなどの対策を実施します。

なお、除染に伴い発生する除去土壌等を仮置場まで運搬する際は、除去土壌等が飛

散・流出しないように、フレキシブルコンテナバッグや土嚢に入れるなどして運搬します。

(2) 除去土壌等の保管基準

除去土壌等を仮置場や現場で保管する場合、保管場所の要件、放射線量の測定・記録

・保存、飛散・流出防止や地下水等の汚染防止等について適切な対策を講じる必要があり

ます。

なお、除去土壌等の保管方法等については「除染関係ガイドライン」、除染廃棄物につ

いては「廃棄物関係ガイドライン」を参考にしてください。

10 除染作業の留意点

除染作業にあたっては、長袖、手袋等を着用し、可能な限り肌の露出を避けるとともに、立

木の伐倒や下草等の刈払い、作業道の作設などの土埃が舞いやすい作業を行う場合には

マスクを着用するものとします。

作業後は、手や顔を洗い、うがいを行うとともに、屋内に入るときは、服を着替えるなどして

ちりやほこりを持ちこまないよう注意するものとします。

また、なるべく雨天時の作業を避け、濡れた場合にはタオル等で濡れた部分を拭き取る

か、着替えを行うものとします。

なお、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための

業務等に係る電離放射線障害防止規則」（平成２３年厚生労働省令第１５２号）及び「除染等

業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成２３年１２月２２日付け

基発第１２２２第６号)に準じて作業者の安全確保を図ります。

11 その他

本方針は、実証試験等の結果を考慮しながら、必要に応じて見直します。


